
H31.3更新

市内 市外 市内 市外 市内 市外 市内 市外

3分の1 900円 1,800円 800円 1,600円 700円 1,400円 600円 1,200円

2分の1 1,350円 2,700円 1,200円 2,400円 1,050円 2,100円 900円 1,800円

3分の2 1,800円  3,600円 1,600円 3,200円 1,400円 2,800円 1,200円 2,400円

全面  2,700円 5,400円 2,400円 4,800円 2,100円 4,200円 1,800円 3,600円

全面 1,100円  2,200円 950円 1,900円 900円 1,800円 800円 1,600円

全面 600円 1,200円 500円 1,000円 450円 900円 350円 700円

2分の1 500円 1,000円 450円 900円 350円 700円 300円 600円

全面 1,000円 2,000円 900円 1,800円 700円 1,400円 600円 1,200円

2分の1 500円 1,000円 450円 900円 350円 700円 300円 600円

全面 1,000円 2,000円 900円 1,800円 700円 1,400円 600円 1,200円

2分の1 500円 1,000円 450円 900円 350円 700円 300円 600円

全面 1,000円 2,000円 900円 1,800円 700円 1,400円 600円 1,200円

4分の1 4,500円 9,000円 3,750円 7,500円 3,450円 6,900円 3,300円 6,600円

2分の1 9,000円 18,000円 7,500円 15,000円 6,900円 13,800円 6,600円 13,200円

全面 18,000円 36,000円 15,000円 30,000円 13,800円 27,600円 13,200円 26,400円

2分の1 1,500円 3,000円 1,200円 2,400円 1,100円 2,200円 1,050円 2,100円

全面 3,000円 6,000円 2,400円 4,800円 2,200円 4,400円 2,100円 4,200円

備考

(2)　使用者が営利を目的とするが、入場料等を徴収しない場合　3
(3)　使用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合　2

温水 プール

50ｍ

20ｍ

・市内とは、本市に住所を有する団体をいう。

・平塚総合体育館を次に掲げる各号のいずれかで利用する場合の使用料は、
　この表に定める使用料にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
　ただし、温水プールについては、営利を目的とした利用は、認めない。

(1)　使用者が営利を目的とし、かつ、入場料等を徴収する場合　30

第1体育室

第2体育室

第3体育室

第1武道場

第2武道場

弓道場

〈トッケイセキュリティ平塚総合体育館〉

□　専用使用料

区分

使用料

1時間

一般 大学生 高校生 中学生以下



備考

100％点灯 1時間
50％点灯 同
100％点灯 同
50％点灯 同
100％点灯 同
50％点灯 同
100％点灯 同
50％点灯 同

全面 100％点灯 同
備考

備考

500円       1,000円     
500円       1,000円     

第1体育室
第1武道場
第2武道場

1時間 7,200円       14,400円     
冷暖房設備 同

同

(3)　使用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合　2

横断幕、看板その他
これに類するもの

広告表示面積1平方メートル
1日につき 1,000円

・次に掲げる各号のいずれかで利用する場合の広告掲出使用料は、
　この表に定める使用料にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
　ただし、温水プールについては、広告の掲出は、認めない。

(1)　使用者が営利を目的とし、かつ、入場料等を徴収する場合　3
(2)　使用者が営利を目的とするが、入場料等を徴収しない場合　3

(2)　使用者が営利を目的とするが、入場料等を徴収しない場合　3
(3)　使用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合　2

□　広告掲出使用料
区分 単位 金額

温水プール 1,000円        2,000円     

・市内とは、本市に住所を有する団体をいう。

・総合体育館附属施設を次に掲げる各号のいずれかで利用する場合の使用料は、
　この表に定める使用料にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
　ただし、温水プールの附属施設については、営利を目的とした利用は、認めない。

(1)　使用者が営利を目的とし、かつ、入場料等を徴収する場合　3

照明設備
第1体育室

3分の2
1,400円        2,800円     
  700円        1,400円     

全面
2,000円        4,000円     
1,000円        2,000円     

    700円     

2分の1
1,000円         2,000円     
  500円        1,000円     

3分の1
  700円         1,400円     
  350円       

6,000円       12,000円     
可動席　(第1体育室) 1日1台      2,400円         4,800円

同   400円           800円     

電光記録設備
第1体育室 1日1回一式 1,500円         3,000円     
温水プール 同

B 同   400円           800円     

放送設備
第1体育室 同   400円           800円     
温水プール

会議室
A

A―1 1時間 1,200円         2,400円     
A―2 同 　600円         1,200円     

・小人とは、中学生以下小学生以上の者をいう。
・小学校就学前の者が利用する場合は、無料とする。
・利用時間帯の区分については、市長が別に定める。

□　総合体育館附属施設使用料

区分 単位
使用料

市内 市外

トレーニングルーム 1回(利用時間帯の区分ごと)につき　300円

温水プール
1回につき

大人　400円
小人　200円

第3体育室
大人　200円

第1武道場
第2武道場

小人　100円
弓道場

□　個人使用料
区分 使用料

第1体育室
1回(利用時間帯の区分ごと)につき

第2体育室


